
令和 2 年第 2 回さくら市議会

定例会追加議案書
（令和 2 年 6 月 5 日提出 追加議案第１号～第 3 号及び追加報告第 1 号）
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付 議 事 件
第 2 回定例会

番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

追加

１
さくら市国民健康保険税条例の一部改正について 市 長 P 3

追加

2
さくら市介護保険条例の一部改正について 〃 P 5

追加

3
令和 2 年度さくら市一般会計補正予算（第 4 号） 〃 P 7

追加

報告

1

専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決

定）
〃 P 27
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追加議案第1号

さくら市国民健康保険税条例の一部改正について

さくら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和 2 年 6 月 5 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

さくら市国民健康保険税条例（平成17年さくら市条例第65号）の一部

を次のように改正する。

附則に次の 2 項を加える。

（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少が見込まれる

場合等における国民健康保険税の減免の特例）

22 令和 2 年 2 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間に納期限（特別徴

収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日）が到来する次

の各号のいずれかに該当する者に対する国民健康保険税（被保険者の

資格を取得した日から 14 日以内に法第 9 条第 1 項の規定による届出

がなかったため令和 2 年 2 月 1 日以降に納期限が到来することとなっ

た国民健康保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日

から 14 日以内にあったならば同年 2 月 1 日前に納期限が到来すべきも

のを除く。）の減免については、第 23 条第 1 項に規定する国民健康保

険税の減免の要件を満たすものとみなして、同項の規定を適用する。
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(1) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、新型コロ

ナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24

年法律第 31 号）附則第 1 条の 2 第 1 項に規定する新型コロナウイル

ス感染症をいう。以下同じ。）により死亡し、又は重篤な傷病を負っ

たこと。

(2) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けたことによりその事業収入、不動産

収入、山林収入又は給与収入の額の減少が見込まれることとなり、

かつ、規則で定める要件に該当すること。

23 前項の場合における第 23 条第 2 項の規定の適用については、同項中

「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。

ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別にそ

の提出の期限を定めることができる」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第22項及び第23項の

規定は、令和2年2月1日から適用する。
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追加議案第2号

さくら市介護保険条例の一部改正について

さくら市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 2 年 6 月 5 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市介護保険条例の一部を改正する条例

さくら市介護保険条例（平成 17 年さくら市条例第 122 号）の一部を次

のように改正する。

附則に次の 2 項を加える。

（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少が見込まれる

場合等における保険料の減免の特例）

19 令和 2 年 2 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間に納期限（特別徴

収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日）が到来する次

の各号のいずれかに該当する者に対する保険料（第 1 号被保険者の資

格を取得した日から 14 日以内に法第 12 条第 1 項の規定による届出が

なかったため令和 2 年 2 月 1 日以降に納期限が到来することとなった

保険料であって、当該届出が第 1 号被保険者の資格を取得した日から

14 日以内にあったならば同年 2 月 1 日前に納期限が到来すべきものを

除く。）の減免については、第 11 条第 1 項に規定する保険料の減免の

要件を満たすものとみなして、同項の規定を適用する。

(1) 第 1 号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、新
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型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平

成 24 年法律第 31 号）附則第 1 条の 2 第 1 項に規定する新型コロナ

ウイルス感染症をいう。以下同じ。）により死亡し、又は重篤な傷病

を負ったこと。

(2) 第 1 号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、新

型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによりその事業収入、

不動産収入、山林収入又は給与収入の額の減少が見込まれることと

なり、かつ、規則で定める要件に該当すること。

20 前項の場合における第 11 条第 2 項の規定の適用については、同項中

「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。

ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別にそ

の提出の期限を定めることができる」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第19項及び第20項の

規定は、令和2年2月1日から適用する。
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追加議案第 3 号

令和 2 年度さくら市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 2 年度さくら市の一般会計の補正予算（第 4 号）は、次に定める

ところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 令和 2 年度さくら市一般会計補正予算（第 3 号）の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ 5 億 1,907 万 2 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 234 億 4,027 万 4 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 既定の債務負担行為の変更は、「第 2 表 債務負担行為補正」

による。

令和 2 年 6 月 5 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

変 更 (単 位 ： 千 円 )

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル

ス 感 染 症

対 策 特 別

資 金 利 子

補 給 金 事

業

令 和 2 年 度 か ら

令 和 7 年 度 ま で
3 6 , 0 0 0

補 正 前

に 同 じ
1 0 8 , 0 0 0
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令和2年度さくら市一般会計補正予算
（第4号）に関する説明書
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他

16-農業経営基盤強化
資金利子補給

2,265 令和元年度 2,260
令和2年度
令和3年度

5 5

17-農業経営基盤強化
資金利子補給

253 令和元年度 244
令和2年度
令和6年度

9 9

25-災害条例資金利子
補給

105 令和元年度 101 令和2年度 4 2 2

26-防犯灯LED化業務
委託

72,000 令和元年度 40,000
令和2年度
令和5年度

32,000 32,000

27-会議録等作成業務
委託

20,000 令和元年度 16,000 令和2年度 4,000 4,000

27-私立保育所等防犯
カメラ設置費補助事
業

1,095 令和元年度 1,080 令和2年度 15 15

28-さくら市営駐車場
指定管理委託

30,000 令和元年度 18,000
令和2年度
令和3年度

12,000 12,000 0

28-さくら市喜連川社
会福祉センター指定
管理業務委託

10,036 令和元年度 5,992
令和2年度
令和3年度

4,044 4,044

28-さくら市生きがい
センター指定管理業
務委託

2,620 令和元年度 1,564
令和2年度
令和3年度

1,056 1,056

28-さくら市氏家福祉
センター指定管理業
務委託

24,510 令和元年度 14,706
令和2年度
令和3年度

9,804 9,804

28-総合交流ターミナ
ル管理業務委託

202,100 令和元年度 118,500
令和2年度
令和3年度

83,600 83,600

28-さくら市温泉浴場
（第1、第2）管理業
務委託

97,100 令和元年度 55,500
令和2年度
令和3年度

41,600 41,600

29-総合健康診査業務
委託

305,000 令和元年度 202,000 令和2年度 103,000 103,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末まで
の支出見込額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特　定　財　源事　　　　　項 限 度 額

期　間 金　額 期　間 金　額
一　般　
財　源
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他

29-喜連川児童セン
ター指定管理業務委
託

172,205 令和元年度 68,315
令和2年度
令和4年度

103,890 33,141 70,749

31-都市計画マスター
プラン見直し業務委
託

1,870 令和2年度 1,870 1,870

31-スクールバス運行
業務委託

118,260
令和2年度
令和6年度

118,260 118,260

31-スクールバス車両
リース

185,977
令和2年度
令和11年度

185,977 185,977

1-氏家小学校・押上
小学校・上松山小学
校・南小学校給食調
理業務委託

246,792
令和2年度
令和4年度

246,792 246,792

1-氏家中学校給食調
理業務委託

93,060
令和2年度
令和4年度

93,060 93,060

1-議会だより印刷製
本費

1,861 令和2年度 1,861 1,861

1-広報さくら印刷製
本費

10,170 令和2年度 10,170 10,170

1-南小学童保育セン
ター指定管理業務委
託

48,000
令和2年度
令和3年度

48,000 32,000 16,000

1-上松山児童セン
ター指定管理業務委
託

37,500 令和2年度 37,500 25,000 12,500

1-道路管理業務委託 54,000 令和2年度 54,000 54,000

1-小学校ICT活用推進
業務委託

12,660
令和2年度
令和4年度

12,660 12,660

1-中学校ICT活用推進
業務委託

12,660
令和2年度
令和4年度

12,660 12,660

前年度末まで
の支出見込額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特 定 財 源事　　　　　項 限 度 額

期 間 金 額 期 間 金 額
一　般　
財　源
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他

1-さくら市図書館指
定管理業務委託

485,000
令和2年度
令和6年度

485,000 485,000

1-給食センター基本
構想策定業務委託

9,416 令和2年度 9,416 9,416

1-氏家児童センター
指定管理業務委託

96,000
令和2年度
令和3年度

96,000 56,812 39,188

2-広島平和記念式典
中学生派遣事業

1,200
令和2年度
令和3年度

1,200 1,200

2-総合健康診査業務
委託

288,000
令和2年度
令和5年度

288,000 288,000

2-氏家駅東西線橋梁
修繕工事（JR委託
分）

99,000
令和2年度
令和4年度

99,000 49,500 44,400 5,100

2-氏家駅東西線橋梁
修繕工事（市発注
分）

42,000
令和2年度
令和4年度

42,000 21,000 18,800 2,200

2-新型コロナウイル
ス感染症対策特別資
金利子補給金事業

(36,000)
108,000

令和2年度
令和7年度

(36,000)
108,000

(36,000)
108,000

　（　）内は、補正前の数値である。

前年度末まで
の支出見込額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特 定 財 源事　　　　　項 限 度 額

期 間 金 額 期 間 金 額
一　般　
財　源
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追加報告第 1 号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分した

ので報告する。

令和 2 年 6 月 5 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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専決処分第 7 号

専決処分書

地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定さ

れた市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。

令和 2 年 5 月 19 日

さくら市長 뤷 塚 隆 志

市は、ホース格納箱接触事故による損害賠償の額を次のとおり決定す

る。

1 損害賠償の相手方

住所 栃木県さくら市喜連川 3874 番地 6

氏名 笹沼 幸一

2 事故の概要

令和 2 年 4 月 18 日午後 3 時分 00 頃、市が笹沼幸一在住の宅地内に

設置していた消防施設（ホース格納箱）が強風のため転倒し、付近に

駐車していた自家用車に接触したため車両が一部破損した。

3 損害賠償の額 118,800 円
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